
 
 
 
 
 
 
 
 

編集・発行：山口県農地・水・環境保全向上対策協議会 

≪協議会からのお知らせ≫ 

 一日ごとに秋色が濃くなってくる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。農作業の終わった

地域、また今からの地域があると思いますが、安全には十分気をつけて作業を行ってください。 

 さて、１０月を迎え今年度下半期に突入いたしました。共同活動の実施状況はいかがですか？ 

計画どおり実施できましたか？上半期に活動した内容や金銭出納簿などの整理・確認をしましょう。 

 

 ○活動計画と実施状況をチェックしてみましょう。 

 ○活動の漏れがないかをチェックしてみましょう。 

 ○今後の計画を確認しましょう。 

 

 ○金銭出納簿の整理が出来ていますか？  

 ○領収書はありますか？ 

○立替払いの未払いはありませんか？ 

○中間監査を実施しましょう。（通帳、出納簿、現金等） 

 以上のことを整理・確認し活動内容の漏れなどないようにしましょう！！ 

 

下記要領で開催をいたします。皆様の出席をお待ちしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農地・水・環境保全向上対策 

協議会だより 第13号(平成20年 10月) 

①活動状況を整理・確認をすること 

②金銭出納簿の整理・確認をすること 

＊集いへの出席について＊ 

日報（活動内容）においては、農村環境向上

活動『啓発・普及』の「啓発活動」の項目に

あたります。旅費・日当等の支払いは可能で

す。 

日  時 ： 平成２０年１１月２６日（水） 

       午後１時３０分～３時３０分 

場  所 ： 山口市吉敷下東 

       山口県総合保健会館 

「多目的ホール」 

参加人数 ： 約６００名 

      ○ 情勢報告   

      ○ 講 演   

      ○ 事例発表（県下３組織予定） 

『平成20年度山口県農地・水・環境保全の集い』について 



 
 
 

ナベヅルが飛来することで有名な周南市八代盆地で、活動に取り組んで

いる組織は「ツルの郷を守る会」です。八代の人々は江戸時代よりナベヅ

ルと共に暮らし、大切に守ってきまし

た。かつてナベツルは西日本一帯にや

ってきましたが、現在では本州唯一の飛来地となっており、毎年 10 月下

旬から朝鮮半島経由で飛来し、３月上旬まで八代で越冬します。八代地区

にやってくるナベヅルは、成長すると全長約100cm、翼長約180cmとなり、

家族単位で暮らし、警戒心が強く、家族の誰かが見張りをしながら他の家

族と距離を保ち過ごすという習性があり、環境の変化に敏感な生物です。

そのため「ツルの郷を守る会」を中心に地域をあげて、『ツルと人の共生

の里』をめざし自然を守りながら、農村環境の維持向上をめざしてさまざ

まな活動を展開し、今年度より「営農活動支援」にも取り組んでいます。 

 
 
 

 宇生賀農地保全会は、平成18年の実験事業を経て、昨年度から本対

策に取り組んでいます。また同時に、農事組合法人「うもれ木の郷」

を中心として、2 階部分でもある自然に配慮した営農活動にも取り組

んでいます。先進的営農支援で取り組んでいる作

物は、【水稲・ホウレンソウ・スイカ】です。 
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宇生賀農地保全会の伊豆中ため池において、８月２６日、ため

池点検研修会現地研修が実施されました。総勢１６組織３９名

の参加があり、点検の重要性を再認識しました。 

現地確認状況

ホウレンソウ 

現地確認状況 水稲 


